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㈱近未來通信について

１．同社の事業概要
・平成11年３月、一般第二種電気通信事業者として届出 （会社設立は平成９年。現在は第10期）。

２．経緯と問題点
○ 投資配当 ”自転車操業” （8.29）等の新聞報道。

○ 電話利用料金からではなく、「中継局オーナー」の名目で多数の者から資金募集。
国内外で「中継局」を販売し、そこで得た電気通信サービスの売上げを還元するとの触込み。

３．総務省の取組み等

（１）これまでの対応
・電気通信事業法に基づく対応 （利用者保護の観点。投資家の保護は授権外。）
・報告徴収（10.27）→立入検査（11.27）→報告及び検査の結果公表（11.30）

（２）他機関の動き
・東京都、社会保険事務所、税務署、警視庁が捜索、差押え等。
・KDDIが通信料金等の滞納に対する措置として、回線利用を停止。

（３）今後の対応
・利用者保護の充実、事業の健全性確保等について検討。
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平成１８年１１月３０日

株式会社近未來通信に対する報告徴収及び立入検査の結果等の公表

総務省は、株式会社近未來通信に対して、電気通信事業法第１６６条第１項の規定
に基づく報告徴収及び立入検査を実施しましたので、その結果等を公表します。総務
省としては、今後、この結果を踏まえて、所要の措置を講じます。

１ 経緯
総務省は、平成１８年１０月２７日に株式会社近未來通信（東京都中央区）に対し、同社

の電気通信サービスの利用者保護の観点から、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６
号）第１６６条第１項の規定に基づく報告を求める文書を発出し、同年１１月９日までに回
答を求めました。同社からは、同月９日及び１７日の二度にわたる報告期限の延長を経て、
同月２４日に回答が提出されました。総務省は、同月２７日に当該回答の不備な点に関し
て同社に対する立入検査を電気通信事業法第１６６条第１項の規定に基づき実施しました。

２ 報告徴収及び立入検査の結果
株式会社近未來通信に対する報告徴収及び立入検査の結果、次の事項が明らかにな

りました。
（１）平成１７年７月期における同社の電気通信事業収入は、全売上高１８１億円中３億円
程度であること（詳細は、別紙中（※１）参照）。
（２）同社から報告のあった中継局のサーバは１２３箇所（２，４６６台）（うち2箇所にはサー
バ数の記載なし）であるが、システムの運用状態を確認したところ、立入検査した２箇所に
おいては２台の運用を確認。なお、電話サービスは、上記のものとは別のシステム（報告
には記載なし）によっても提供されていることを確認（詳細は、別紙中（※２）参照）。

３ 株式会社近未來通信に対する措置
株式会社近未來通信に対しては、報告徴収及び立入検査の結果を踏まえて、利用者利

益保護の観点から、利用者からの問合せ等に対し適切かつ迅速に対応できる社内体制
の整備や、電気通信事業を休廃止する場合の利用者への周知等を行政指導することとし
ます。

本件に対する御問合せ先
総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
担 当：柴崎課長補佐、道祖土係長
電 話：０３―５２５３－５８５４
ＦＡＸ：０３－５２５３－５８５５

18,143,288,796円計（※1）

104,748,796円その他売上

301,108,256円通信料売上（※１）

6,309,140,679円サーバ保守売上

11,428,291,065円サーバ売上

335,535枚243,082枚626,775枚

使用枚数販売枚数発行枚数

別 紙

96,525枚―409,000枚

使用枚数販売枚数発行枚数

○ 年間売上高（平成１７年７月期（Ｈ １６．８－１７．７））

○ 利用契約数（平成１７年７月期（Ｈ １６．８－１７．７））
・プリペイドカード契約数：

・チャージ式プリペイドカード契約数

・固定電話用アダプター契約数：
・テレビ電話機器契約数：

587
3,337

○ 電気通信設備・ネットワーク構成（中継局の設置箇所数及びサーバ台数）
・平成１８年１１月２４日付けの報告では、中継局（ユーザとユーザ認証、課金を
行うサーバとの間を中継するもの）及び当該中継局に設置されているサーバは、
国内外１２３箇所（２，４６６台）（うち2箇所にはサーバ数の記載なし。以下同
じ。）（※２）。

・立入検査時に、上記システムの運用状態を確認したところ、立入検査を実施し
た２箇所において２台の動作を確認。同社からは、現在同システムは１２３箇所
（２，４６６台）のうち７箇所において７台運用しているとの説明があった（※２）。

・なお、電話サービスは、上記のものとは別のシステム（報告には記載なし）に
よっても提供されていることを確認。

（株）近未來通信に対する報告徴収及び立入検査の結果等の公表
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許可制

電気通信事業の規制体系の変遷

■競争原理の導入
（電気通信事業法の制定）

■電電公社の民営化
（NTT法の制定）

■競争原理の導入
（電気通信事業法の制定）

■電電公社の民営化
（NTT法の制定）

電気通信事業の規制政策

■ＮＴＴの再編成

（参入規制緩和）
■需給調整条項の撤廃
■外資規制の原則撤廃

（ネットワーク構築の柔軟化）
■二種事業者の回線設置を可能に

（接続ルール整備）
■接続ルールの制度化
■長期増分費用方式の導入

■ＮＴＴの再編成

（参入規制緩和）
■需給調整条項の撤廃
■外資規制の原則撤廃

（ネットワーク構築の柔軟化）
■二種事業者の回線設置を可能に

（接続ルール整備）
■接続ルールの制度化
■長期増分費用方式の導入

■非対称規制の拡充
■ＮＴＴ東西の活用業務の
創設

■ユニバーサルサービス基
金制度導入

■電気通信事業紛争処理
委員会の創設

■非対称規制の拡充
■ＮＴＴ東西の活用業務の
創設

■ユニバーサルサービス基
金制度導入

■電気通信事業紛争処理
委員会の創設

（改正電気通信事業法の施行）
■参入規制の大幅緩和
■料金・約款規制の原則廃止
■利用者保護ルールの整備

■競争評価の検討

（改正電気通信事業法の施行）
■参入規制の大幅緩和
■料金・約款規制の原則廃止
■利用者保護ルールの整備

■競争評価の検討

１９８５～ １９９７～ ２００１～

第一種
電気通信事業者

一般第二種
電気通信事業者

[参考]

２００４～

登録制
特別第二種
電気通信事業者

届出制
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第１種事業者

第２種事業者

届出事業者

登録事業者

登録事業者登録事業者 315315社社

届出事業者届出事業者 13,45913,459社社

合計合計 13,74413,744社社

１種事業者１種事業者 420420社社

２種事業者２種事業者 12,04412,044社社

合計合計 12,46412,464社社

１種事業者１種事業者 249249社社

２種事業者２種事業者 7,6517,651社社

合計合計 7,9007,900社社

HH１１１１

電気通信事業者数の推移電気通信事業者数の推移

１種事業者１種事業者 77社社

２種事業者２種事業者 209209社社

合計合計 216216社社

H1H1７７

※回線設備を自ら設置してサービスを提供する事業者。

※特別第二種以外の第二種電気通信事業者。

※第一種電気通信事業者から回線の提供を受けてサービスを提供する事業者（第二種電気通信
事業者）のうち、国際専用線を借りて国際サービスを提供する事業者または国内音声伝送サービ
スを公専公接続で不特定多数の利用者に提供する事業者。

※回線設備を自ら設置してサービスを提供する事業者のうち、
中継系が都道府県を超えるまたは端末系が市町村を超える場合。

※登録が必要な事業者以外の事業者。

登録制

届出制
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